
広島市告示第９９号  

令和８年３月１２日  

  

広島市市営住宅等条例（平成９年３月２７日条例第３５号）第５２条の

規定に基づき，市営店舗の使用料を次のとおり変更します。 

    

     広島市長  松 井 一 實 

 

１ 市営店舗名及び変更後使用料 

  別紙のとおり 

 

２ 変更日 

  令和８年４月１日 


